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１ 総務部長 豊島俊二 
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【付議】 

１ 志木市債権管理条例（案）に係る意見公募手続きの実施に

ついて 
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開会 

 総合行政部長が開会を告げる。 

 

【付議】 

１ 志木市債権管理条例（案）に係る意見公募手続きの実施について 

 ○概要説明：総務部長 

市の債権管理の適正化に関し、全庁統一的な基準を定めることにより、財政

の健全化と市民負担の公平性を確保するための「志木市債権管理条例」を制定

するにあたり、志木市意見公募手続条例に基づき一定期間意見公募を実施す

る。 

【概要】 

（１）市が保有する全ての債権を対象とする 

（２）債権管理に関する基準の統一化及びノウハウの共有、並びに回収見込

みのない債権の整理を適切に行うための条文を整備する 

① 債権管理に関する統一する台帳の整備（第５条） 

② 必要最小限の債務者情報の共有（第６条） 

③ 回収の見込みのない債権の放棄（第７条） 

④ 債権管理に関する会議の設置（第８条） 

【募集期間】 

令和６年１１月１１日（月）から１２月１０日（火）まで 

【閲覧場所及び市民意見シート配布場所】 

市役所（収納管理課）、市民サービスステーション、柳瀬川駅前出張所、 

いろは遊学館、宗岡公民館、宗岡第二公民館、柳瀬川図書館、いろは遊学図

書館、市ホームページ 

【意見の提出方法】 

郵送、ＦＡＸ、メールまたは収納管理課へ直接持参のほか、市ホームペー 

ジや市公式ＬＩＮＥに設けた専用フォームへの投稿 

 

備考 会議内容の記録には、発言者の立場を明記するとともに、発言の趣旨が容

易に理解できるよう簡潔明瞭に記載すること。 


